
二級河川における流域治水協議会の設立について

○ 新潟県内の一級・二級河川では、流域治水を推進するため、流域治水協議会を設立されてきた。
○ 新川等の関屋分水路から大河津分水路の間の二級河川周辺地域においても流域治水を推進していくため、
「新川等二級河川周辺地域における流域治水協議会（仮称）」を設立する。
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